
（様式 6） 

判断基準が法令の定めに言い尽くされている場合の当該法令の規定 

審査基準（不利益処分関係） 

 資料番号 １６ 担当課 産業政策課 

法令名 計量法 根拠条項 法第１５１条第１項 
不利益処分

の種類 
検定証印等の除去 

検定証印等の除去 

法第１５１条 

経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は，第１４８条第ｌ項の規定により，その職員に，取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている特定計量器（第１６条第

１項の政令で定めるものを除く。）を検査させた場合において，その特定計量器が次の名号の一に該当するときは，その特定計量器に付されている検定証印等を除去することができる。 

一 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないこと。 

二 その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えること。 

三 第７２条第２項の政令で定める特定計量器にあっては，検定証印等がその有効期間を経過していること。 

２ 前項第１号に該当するかどうかは，経済産業省令で定める方法により定めるものとする。 

３ 第１項第２号に該当するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、基準器（第７１条第３項の経済産業省令で定める特定計量器の器差については、同項の経済産業省令で定める標準物質）を

用いて定めるものとする。 

４ 経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、第１項の規定による処分をするときは、その特定計量器の所有者又は占有者に対して、その理由を告知しなければならない。 

 

（立入検査） 

第１４８条 

 経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は，この法律の施行に必要な限度において，その職員に，届出製造事業者，届出修理事業者，計量器の販売の事業を行う者，

指定製造者，特殊容器輸入者，輸入事業者，計量士，認定事業者又は取引若しくは証明における計量をする者の工場，事業場，営業所，事務所，事業所又は倉庫に立ち入り，計量器，

計量器の検査のための器具，機械若しくは装置，特殊容器，特定物象量が表記された特定商品，帳簿，書類その他の物件を検査させ，又は関係者に質問させることができる。 

２ 経済産業大臣は，この法律の施行に必要な限度において，その職員に，指定検定機関又 は指定校正機関の事務所又は事業所に立ち入り，業務の状況若しくは帳簿，書類その他の

 物件を検査させ，又は関係者に質問させることができる。 

３ 都道府県知事又は特定市町村の長は，この法律の施行に必要な限度において，その職員 に，指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関の事務所又は事業所に立ち入り，業務の

 状況若しくは帳簿，書類その他の物件を検査させ，又は関係者に質問させることができる。 

４ 前３項の規定により立入検査をする職員は，その身分を示す証明書を携帯し，関係者に提 示しなければならない。 

５ 第１項から第３項までの規定による権限は，犯罪捜査のために認められたものと解釈して はならない。 


